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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水あるいは油などの連続相に油あるいは水などの分散相が均一に分散したエマルジョン
を生産する乳化装置において、
　エマルジョンを生産する乳化器と、該乳化器に連続相を供給する連続相供給配管系と、
該乳化器に分散相を供給する分散相供給配管系と、該乳化器で生産したエマルジョンを該
乳化器から排出するエマルジョン排出配管系を有し、該乳化器は、該連続相供給配管系に
連通する路内を流れる連続相に該分散相供給配管系に連通した分散相導入路に設けたノズ
ルから分散相が吐出することにより一次エマルジョンを生産する連続相導入路と、該連続
相導入路にその下流側で隣接し該一次エマルジョンを攪拌する攪拌室と、該攪拌室にその
下流側で隣接し該一次エマルジョンを微細化して二次エマルジョンを生産する二次エマル
ジョン生産流路と、該二次エマルジョン生産流路にその下流側で隣接し該二次エマルジョ
ンを減速させて該エマルジョン排出配管系に送出する減速室と、該減速室に隣接しエマル
ジョンを排出するためのエマルジョン排出路を備え、該攪拌室の該二次エマルジョン生産
流路に続く領域が錐状であることを特徴とする乳化装置。
【請求項２】
　請求項１の乳化装置において、該乳化器における該攪拌室は該連続相導入路より大径で
、該二次エマルジョン生産流路は該連続相導入路より小径で、該減速室は該二次エマルジ
ョン生産流路より大径であることを特徴とする乳化装置。
【請求項３】
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　請求項１の乳化装置において、該乳化器における該ノズルは分散相が吐出する複数の開
孔を備えていることを特徴とする乳化装置。
【請求項４】
　請求項３の乳化装置において、該ノズルにおける該各開孔は該連続相導入路の路内側に
円錐状に突出した突出部の頂部に開口していることを特徴とする乳化装置。
【請求項５】
　請求項１の乳化装置において、該乳化器は乳化温度を制御する温度調節機構を備えてい
ることを特徴とする乳化装置。
【請求項６】
　請求項１の乳化装置において、該連続相供給配管系と該分散相供給配管系はそれぞれ該
乳化器に所望量の連続相と分散相を供給する送液手段を備えていることを特徴とする乳化
装置。
【請求項７】
　請求項１の乳化装置において、該分散相導入路は該連続相導入路に対し直交するか傾斜
角を持って設置してあることを特徴とする乳化装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、水あるいは油などの連続相に油あるいは水などの分散相が均一に分散したエ
マルジョンを生産する乳化装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　エマルジョンとは、水と油のようにお互いに混じり合わない二つの液体に界面活性剤
（乳化剤）を添加し、攪拌等の操作を加え、油滴を水中（あるいは水滴を油中）に均一に
分散した液－液系の乳濁液である。
【０００３】
　従来の一般的なエマルジョン生産方法としては、バッチ式生産が知られている。これは
大型の容器に連続相や分散相の原料と界面活性剤を投入し、回転・攪拌機構を用いて一度
に大量のエマルジョンを製造する生産方法である。しかし、この生産方法にはいくつかの
問題点が存在する。
【０００４】
　１つ目は、液滴の粒径が均一でなく分布を持つことである。その理由は、回転・攪拌時
に加えられるせん断力が液体全体に均一に加わらないためである。そして、この粒径分布
が一定の値に安定化するためには２０分以上の回転・攪拌が必要とされ、時間が掛かる。
【０００５】
　エマルジョンの粒径が均一で無い状態では、その効果・性能にバラツキが生じ品質低下
の原因となる。
【０００６】
　２つ目の問題は、設備が大型化することである。バッチ式生産では容器に液体を送液す
る機構，液体を攪拌する機構，容器から液体を取り出す機構など様々な機構が必要で、装
置が大掛かりなものになり、装置の調整や洗浄の手間がかかる。
【０００７】
　上記の問題を解決する生産（乳化）装置として、下記特許文献１に開示されているよう
に、複数の孔が設けられた複数の板体を一定の間隔をおいて多段に積層し、分流と合流が
繰り返し起こるようにすることで、液衝突などの作用により微細な粒径を持つエマルジョ
ンを得る流通管式乳化装置が知られている。
【０００８】
【特許文献１】特開２００３－２６０３４３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００９】
　上記従来技術の流通管式乳化装置は、連続相と分散相を管内に送り、分流・合流を繰り
返してエマルジョンを連続的に生産するが、二相が不均一に混ざった状態で送液された場
合、粒径が数μｍ程度のエマルジョンを生成するために、分流・合流を数多く繰り返すよ
うにする必要があり、そのため板体を多段に積層しており、装置が複雑で、装置の製造に
手間がかかる。
【００１０】
　また、不均一さが大きい場合は、分流・合流を繰り返してもエマルジョン粒径にバラツ
キが生じる恐れがある。
【００１１】
　それゆえ本発明の目的は、簡単な構成であっても、微細で均一な粒径を持つエマルジョ
ンを生産することができる乳化装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記目的を達成する本発明乳化装置の特徴とするところは、水あるいは油などの連続相
に油あるいは水などの分散相が均一に分散したエマルジョンを生産する乳化装置において
、エマルジョンを生産する乳化器と、該乳化器に連続相を供給する連続相供給配管系と、
該乳化器に分散相を供給する分散相供給配管系と、該乳化器で生産したエマルジョンを該
乳化器から排出するエマルジョン排出配管系を有し、該乳化器は、該連続相供給配管系に
連通する路内を流れる連続相に該分散相供給配管系に連通した分散相導入路に設けたノズ
ルから分散相が吐出することにより一次エマルジョンを生産する連続相導入路と、該連続
相導入路にその下流側で隣接し該一次エマルジョンを攪拌する攪拌室と、該攪拌室にその
下流側で隣接し該一次エマルジョンを微細化して二次エマルジョンを生産する二次エマル
ジョン生産流路と、該二次エマルジョン生産流路にその下流側で隣接し該二次エマルジョ
ンを減速させて該エマルジョン排出配管系に送出する減速室を備え、該攪拌室の該二次エ
マルジョン生産流路に続く領域が錐状であることにある。
【発明の効果】
【００１３】
　上記本発明装置によれば、連続相導入路において分散相の大きさが揃った一次エマルジ
ョンを生産し、攪拌室における攪拌により分散相が連続相に均等に拡散し、流路において
各分散相はせん断されて微細化するので、簡単な構成であっても、微細で均一な粒径を持
つエマルジョンを生産することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、図に示す実施形態について説明する。
【実施例１】
【００１５】
　図１に、本発明の一実施形態になる乳化装置１のシステム構成を示す。なお、本実施例
では連続相として水と界面活性剤の混合物を使用し、分散相として食用油を用いた水中に
油滴が分散したＯ／Ｗ（oil in water）型エマルジョンを生産する例を扱う。
【００１６】
　図１において、エマルジョンの溶媒となる連続相と、溶質となる分散相は別々の液体タ
ンク９１Ａ，９１Ｂに納められる。液体タンク９１Ａ，９１Ｂに納められた各液体（連続
相，分散相）は、それぞれ送液チューブ９２Ａ，９２Ｂとその途中に設置されたポンプ
９３Ａ，９３Ｂと逆流防止用の逆止弁９４Ａ，９４Ｂと異物除去用のフィルタ９５Ａ，
９５Ｂを経て、縦横約１０mm四方，長さ約４０mmの小さな長方体状の乳化器１０へと送液
される。送液チューブ９２Ａに連なる配管系は連続相供給配管系で、送液チューブ９２Ｂ
に連なる配管系は分散相供給配管系である。
【００１７】
　送液チューブ９２Ａ，９２Ｂは、耐蝕性が高く硬質で膨張し難いフッ素樹脂性チューブ
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等を使用することが好ましい。
【００１８】
　ポンプ９３Ａ，９３Ｂは実験目的など送液条件が頻繁に変更される場合は送液精度に優
れるシリンジポンプや間欠送液も可能なダイヤフラムポンプを使用し、製造目的など送液
条件が固定され且つ長時間の連続送液が必要とされる場合にはギアポンプやロータリーポ
ンプを使用することが好ましい。
【００１９】
　これらポンプ９３Ａ，９３Ｂは、後述する理由により吐出圧力が数気圧程度の低圧ポン
プで事足り、本実施例ではシリンジポンプを使用した。
【００２０】
　乳化器１０には液体粘度の調整やエマルジョン粒径の安定化を図るために温度調節機構
（温調機構）９６を設けてあり、任意の乳化温度を制御する温度に調節される。
【００２１】
　温調機構９６は多様な条件に対応するために加熱と冷却の両方の機能を持つことが望ま
しく、本実施例では電流の向きを制御すれば加熱と冷却が可能となるペルチェ素子をプレ
ートに内装して、そのプレート上に乳化器１０を設置した。温度調節の手段は恒温槽使用
や湯煎などでも良い。これらの温調機構９６は乳化器１０が小型であるので、消費エネル
ギーの少ない小型の物で十分である。
【００２２】
　乳化器１０で生成されたエマルジョンは、送液チューブ９２Ａ，９２Ｂと同様な素材の
送液チューブ９７を経てエマルジョンタンク９８へ納められる。　
　以下、乳化器１０の構成について詳細に説明する。　
　図２は、乳化器１０の斜視断面図である。
【００２３】
　本実施例では乳化器１０の材質は特に限定されず、送液する液体の種類に応じて金属，
ガラス，シリコン，樹脂などの材料を適宜選択する。また、加工方法は、削り出しの一体
物で構わないし、液漏れが発生しなければ、分割して加工した部品を接着，溶接，ネジ等
による締結で組立てても構わない。
【００２４】
　乳化器１０は、連続相供給配管系の送液チューブ９２Ａに連通する連続相導入路１１と
分散相供給配管系の送液チューブ９２Ｂに連通した分散相導入路１２を有する。連続相導
入路１１は乳化器１０の長手方向に延び、分散相導入路１２は連続相導入路１１に直交す
るように設けられている。
【００２５】
　分散相導入路１２にノズル１３を設けてあり、連続相導入路１１の路内を流れる連続相
にノズル１３から分散相が吐出することにより、連続相導入路１１において一次エマルジ
ョンを生産する。
【００２６】
　連続相導入路１１の下流側に一次エマルジョンを攪拌する攪拌室１４が隣接し、攪拌室
１４の下流側に一次エマルジョンを微細化して二次エマルジョンを生産する流路１５が隣
接し、流路１５の下流側に二次エマルジョンを減速させてエマルジョン排出配管系の送液
チューブ９７にエマルジョンを送出する減速室１６が隣接しており、減速室１６と送液チ
ューブ９７の間をエマルジョン排出路１７で連通させている。
【００２７】
　連続相導入路１１は直径数mmの円筒形流路で、図示していないネジ部と接続継手により
送液チューブ９２Ａと接続され、図中の矢印イの方向に連続相を流す。分散相導入路１２
も直径数mmの円筒形流路で、図示していないネジ部と接続継手により送液チューブ９２Ｂ
と接続され、図中の矢印ロの方向に分散相を流す。
【００２８】
　ノズル１３は、連続相導入路１１と分散相導入路１２の合流部となる分散相導入路１２
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の端部に設けてあり、ノズル１３から分散相を吐出し、粒径が均一な（揃った）微細な一
次エマルジョンを得る。
【００２９】
　図３は乳化器１０における連続相導入路１１の斜視断面図で、ノズル１３を拡大して示
している。
【００３０】
　ノズル１３は乳化器１０とは別部品で作られた、分散相導入路１２より僅かに小さい外
径を持つ円柱状の部品であり、長さ方向に多数の微小な貫通した開孔１９を備えており、
それぞれの開孔１９の下流側は（裁頭）円錐状の突出部（突起）２０の頭部に開口してい
る。
【００３１】
　突起２０は、ノズル１３の表面を極細のエンドミルで切削して形成する。突起２０の角
度はこのエンドミルの刃先先端角に合せてあるため、エンドミルで円を描くように切削す
るだけで容易にノズル１３に突起２０を形成でき、生産性に優れる。
【００３２】
　ノズル１３は分散相導入路１２内に挿入し、分散相導入路１２の先端で流路径を小さく
して設けられたリング状のノズル支持面１８に接して固定する。固定方法は接着，圧入，
接続継手による押し付けなど、どのように行っても良い。なお、本実施例では加工を容易
にするためにノズル１３を別部品としたが、乳化器１０と一体として加工しても良い。
【００３３】
　分散相導入路１２を矢印ロの方向に流れる分散相は、円形に１７個設けられた開孔１９
に分割され先端の突起２０を通って、連続相導入路１１の路内を矢印イの方向に直交する
形で流れてくる連続相の流れ中に吐出してせん断され、液滴の分散相になる。
【００３４】
　この液滴の粒径は、連続相と分散相の流速比を変化させることで調整できる。また、突
起２０を連続相導入路１１の路内側に設けたことで、平面上に穴を設けただけの場合に比
べて分散相がせん断されやすくなり、粒径の均一性が向上する。
【００３５】
　一次エマルジョンは分散相の粒径が揃っていれば大小は問題とならないので、本実施例
では圧力損失等を考慮して開孔１９の直径は０.２mm とした。これは従来知られているマ
イクロチップの流路寸法と比べると大きい。このように流路の寸法を大きくすることで圧
力損失の増加を抑え、粘性が低い液体の場合数十～１００ｍｌ／min 程度の液量を処理し
ても、圧力損失を数十ｋＰａ以下に抑えることが可能となる。
【００３６】
　なお、本実施例ではシリンジポンプを用いて分散相を連続的に送液したが、ダイヤフラ
ムポンプなどを用いて間欠的に送液しても良い。間欠送液を行うことで、マイクロノズル
部での分散相の液切れ性を向上させ、液滴直径をより均一にでき得る。
【００３７】
　これにより後述する流路１５でのエマルジョン微細化が、より効果的に行える。加えて
、間欠送液の周期を調整することでエマルジョンの濃度を制御することも可能である。
【００３８】
　図４は乳化器１０でエマルジョン生産の状況を説明する図で、乳化器１０の縦断面を示
している。
【００３９】
　図４に示すように、攪拌室１４は連続相導入路１１と流路（絞り部）１５に比べて直径
の大きい円筒形となっている。後述するように、絞り部（流路）１５の直径は高流速を実
現するために連続相導入路１１に比べて極めて小さく、そのため連続相導入路１１から送
られてきた一次エマルジョンの大部分は直ぐには絞り部１５を通過せず、図中に矢印ハで
示すように広い空間を持つ攪拌室１４内を循環する旋回流れとなり、ここで連続相と分散
相は旋回することでより均一になるよう攪拌される。
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【００４０】
　攪拌室１４の下流側の先端（攪拌室１４の流路（絞り部）１５に続く領域）は絞り部
１５に向かって狭くなる円錐状（錐状）になっており、一次エマルジョンの旋回をスムー
ズに行う効果がある。円錐の角度は、加工用ドリルの先端角度に合せてあるため、加工は
容易に行える。
【００４１】
　上記の過程を経て粒径が揃った分散相が連続相中に均一に分散した一次エマルジョンは
絞り部１５を通過することで、分散相が微細化され微小な粒径を持つ二次エマルジョンと
なる。
【００４２】
　絞り部（流路）１５は微小な直径で長さが短い円筒形をしており、ここを流れる一次エ
マルジョンは、流路断面積の低下により急激に加速され、それによって生じる壁面からの
せん断力により瞬間的に微細化される。
【００４３】
　絞り部１５を通過する連続相と分散相にバラツキがあれば、微細化された後の二次エマ
ルジョンの粒径にもバラツキが生じるが、一次エマルジョンは粒径が揃い均一に分散して
いるので、一度絞り部１５を通過させるだけで粒径の揃った微細な二次エマルジョンを得
ることができる。
【００４４】
　この絞り部１５での微細化は流速が大であるほど顕著であるので、一次エマルジョンの
流量を多くするか、絞り部１５の直径を小さくすることが微細な二次エマルジョンを生産
する場合に望ましい。
【００４５】
　本実施例では、絞り部１５を直径０.３mm，長さ１mmとし、これにより流量５０ｍｌ／
min 程度で直径数μｍの微細な二次エマルジョンを得た。また、長さを１mmにしたことで
圧力損失の増加を押さえ、低粘度の油を使用した場合では１００ｍｌ／min の流量を送液
しても、０.５ＭＰａ 以下の圧力損失しか発生しなかった。
【００４６】
　直径０.１mm の穴あけ加工は比較的容易に行うことができるので、絞り部１５の直径を
０.１mm とした場合は、本実施例の結果から１０ｍｌ／min 程度の小流量であっても一次
エマルジョンの微細化を低圧化で行える。
【００４７】
　本実施例では加工の容易さから絞り部１５を単純な円筒形としたが、粒径が揃い均一に
分散した一次エマルジョンに十分なせん断力を与えられるならば、絞り部１５の形状は三
角形や四角形や六角形などの多角形でも良い。
【００４８】
　減速室１６は絞り部１５とエマルジョン排出路１７を接続する部分であり、圧力損失を
低下させるために絞り部１５とエマルジョン排出路１７に比べて大きい円筒形状となって
いる。
【００４９】
　エマルジョン排出路１７は直径３mmの円筒形流路で、図示していない接続継手により送
液チューブ９７と接続され、図中の矢印ニの方向に二次エマルジョンを流し、乳化器１０
外に排出する。
【００５０】
　以上のように、本発明装置によれば、分散相の粒径が揃い連続相中に均一に分散した一
次エマルジョンを生産した後に、微細化することで、粒径が均一且つ微細な二次エマルジ
ョンを得ることができる。そして、分散相は微細化すればするほど分散相間に働く結合化
力は弱くなり、時間経過により分散相と連続相が分離しエマルジョンが変質することは低
下し、高品質を維持できる。
【００５１】
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　本乳化装置１の構成は簡単であり、乳化器１０は各部の加工が単純で生産が容易であり
、また全てを一体化した構造のため各部間は余計な継手や配管が存在せず、移動中にエマ
ルジョンが変化することがなく、よりエマルジョン粒径の均一性を向上させ得る。
【００５２】
　また、ポンプ９３Ａ，９３Ｂで液体を送液するだけで連続してエマルジョンを生成する
ことが可能であり、バッチ式生産のような液体の分注機構，攪拌機構を別個に設ける必要
は無く、装置の小型化・単純化が可能となる。
【００５３】
　なお、図１乃至図４に示した実施例では、分散相導入路１２を横断面が四角な乳化器
１０の一面側にのみ設けているが、対抗する反対側の面や両面に直交する他の対向した２
面側にも設けることにより、複数の開孔を有するノズルを介して連続相導入路１１を流れ
る連続相の周囲から一層均等に分散相を供給（吐出）するようにすることもできる。また
、乳化器１０の横断面を略三角形や六角形のものとすれば、複数の開孔を有するノズルを
介して連続相導入路１１の連続相に三方や六方から一層均等に分散相を供給（吐出）する
ようにすることもできる。
【００５４】
　そして、図２では分散相導入路１２を連続相導入路１１に対し直交するように設置して
いるが、ノズル１３から吐出される分散相が連続相導入路１１における図中の矢印イの方
向となっている連続相の流れに対し遡行するように連続相導入路１１に対し傾斜角を持つ
分散相導入路１２を設置するか、矢印イの方向となっている連続相の流れに沿うように連
続相導入路１１に対し傾斜角を持つ分散相導入路１２を設置するようにしても良い。
【００５５】
　連続相の流れに遡行するような傾斜角をもって分散相導入路１２を設置すると、ノズル
１３から吐出される分散相は連続相の流れで、切断され易く、一次エマルジョンにおける
分散相の粒径が均一になるだけでなく、混合効果も高い。また連続相の流れに沿うように
傾斜角を持つ分散相導入路１２を設置した場合は、分散相を連続相の流れに円滑に合流さ
せることができるので、圧力損失は高くならず、ポンプ９３Ｂでの省エネルギー化を図る
ことができる。
【００５６】
　さらには、ノズル１３を円環状のものとし、その全周に開孔１９を半径方向に設けて、
より一層均等に分散相を供給（吐出）するようにすることもできる。
【００５７】
　そして、これらの場合は分散相の供給（吐出）量が多いので、ポンプ９３Ｂの送液圧を
下げたり、連続相導入路１１を流れる連続相の流速で分散相を吸引するようにして、流量
は分散相供給配管系に流量調整弁を設け、その弁の開度で調整するようにして、ポンプ
９３Ｂを省略することもできる。
【実施例２】
【００５８】
　図５は、本発明の異なる実施形態を示すシステム構成図である。
【００５９】
　多品種少量生産を行う場合、同一の装置で複数の製品を生産でき得ることが好ましく、
また容易に生産量を増減できることが望ましい。
【００６０】
　そこで、図５に示す実施例では、複数の乳化器１０ａ～１０ｃを並列に設置し、原料を
納める液体タンクも９１ａ～９１ｎと複数を設置し、それぞれ異なる原料を納める。これ
ら乳化器１０ａ～１０ｃと液体タンク９１ａ～９１ｎを切替式のバルブ（原料側バルブ
８１ａ～８１ｃ，８２ａ～８２ｃ、乳化器側バルブ８５ａ～８５ｃ，８６ａ～８６ｃ）を
介して図に示すように接続する。
【００６１】
　原料側バルブ８１ａ～８１ｃ，８２ａ～８２ｃを切り替えることで、ポンプ９３Ａ，
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９３Ｂから送液される液体の種類を変更でき、複数の製品生産を行うことができる。
【００６２】
　また、乳化器側バルブ８５ａ～８５ｃ，８６ａ～８６ｃを切り替えることで、処理に使
用する乳化器１０の個数を調節できる。ポンプ９３Ａ，９３Ｂからの吐出量を増加させ、
使用する乳化器の数を増やせば、乳化器が一つの時と同様のエマルジョンを個数に比例し
て大量に生成することができる。
【００６３】
　定量吐出ポンプを使用している場合は、乳化器の数を増減することで、一つあたりへの
供給流量が調節でき、ポンプ９３Ａ，９３Ｂの動作を変更することなくエマルジョンの粒
径などを調節することが可能となる。
【００６４】
　図５では、図１に示した逆止弁とフィルターを省略しているが設置しても良く、温調機
構９６は乳化器１０ａ～１０ｃ毎に個別に設置しても良い。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】本発明の一実施形態を示すシステム構成図である。
【図２】図１における乳化器の斜視断面図である。
【図３】図２における乳化器の該連続相導入路の斜視断面図である。
【図４】図２における乳化器でエマルジョン生産の状況を説明する図である。
【図５】本発明の異なる実施形態を示すシステム構成図である。
【符号の説明】
【００６６】
　１…乳化装置、１０…乳化器、１１…連続相導入路、１２…分散相導入路、１３…ノズ
ル、１４…攪拌室、１５…流路（絞り部）、１６…減速室。

【図１】 【図２】
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【図５】
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